
2.材質

プラスチック針　　ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

シリンジに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために

用いる採液針である。

 

【使用方法等】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できます。

1.包装を開封し、本品を包装内から取り出します。

2.シリンジ、コネクタ等に確実に接続します。

3.バイアル等の薬液容器から薬液を採取します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1.誤って手指等にプラスチック針を刺さないよう取扱いには

十分注意してください。

2.接続部への薬液等の付着に注意してください。［接続部の

緩み等が発生するおそれがあります。］

3.プラスチック針をバイアルや輸液容器等のゴム栓に穿刺す

る場合は、なるべく刺通面に垂直に刺し、横方向に力をか

けたり、同一部位に穿刺されることがないように注意して

ください。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

1)使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等

について、十分注意すること。

2)脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成

分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む

医薬品に使用する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用

する場合は、本品のひび割れについて注意すること。［薬

液により本品にひび割れが生じ、薬液漏れ等の可能性があ

る。なお、過度の締め付け及び繰り返しの締め付け等はひ

び割れの発生を助長する要因となる。］

3)ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換す

ること。

4)接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。［外れな

くなる又は、本体が破損し、接続部からの液漏れ等が発生

するおそれがある。］

5)本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が

低下することから取扱いには注意すること。［破損するおそ

れがある。］

6)薬液の吸引後は直ちに使用すること。［薬液が結晶化し、

プラスチック針内部に詰まるおそれがある。］

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

本品はプラスチック針及びプロテクタからなる。

【禁忌・禁止】

1.使用方法

1)再使用禁止
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機械器具 74 医薬品注入器

一般医療機器　採液針　70324000

ニプロプラスチック針
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【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年［自己認証（自社データ）による］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社
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